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千葉県大規模小売店舗立地法運用要綱 新旧対照表 

改正前 改正後 改正理由 

（出店（変更）計画書） 

第４条  

２ 県に提出する出店（変更）計画書は、４０部以内とする。 

（出店（変更）計画書） 

第４条  

２ 県に提出する出店（変更）計画書は、２０部以内とする。 

 

本文の不正確な部

分に係る軽微な修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設等の届出） 

第５条 次の各号に掲げる届出は、新設又は変更を行おうとする日

の８月前までに（ただし、法第５条第１項第６号に係る事項の変更

については、あらかじめ）、届出書（添付書類を含む。以下同じ。）

の写し１５部以内を添えて、行うものとする。 

（新設等の届出） 

第５条 次の各号に掲げる届出は、新設又は変更を行おうとする日

の８月前までに（ただし、法第５条第１項第６号に係る事項の変更

については、あらかじめ）、届出書（添付書類を含む。以下同じ。）

の写し２０部以内を添えて、行うものとする。なお、千葉県大規模小

売店舗立地審議会における審議案件となる届出については、県が指

定する期日までに、届出書の写し２０部以内を追加して提出するも

のとする。 

 

（説明会の開催等） 

第１０条 

３ 所在市町村及び近隣市町村は、第５条第１項各号に掲げる届出

に係る第４条第１項の規定による通知があったときは、県に対し、

理由を付して当該届出に係る説明会の開催回数又は周知範囲につ

いて意見を申し出ることができる。 

（説明会の開催等） 

第１０条 

３ 所在市町村及び近隣市町村は、第５条第１項各号に掲げる届出

に係る第４条第３項の規定による通知があったときは、県に対し、

理由を付して当該届出に係る説明会の開催回数又は周知範囲につい

て意見を申し出ることができる。 

（意見書の提出等） 

第１４条 

２ 県は、前項に規定により提出された意見書のうち、明らかに個

人情報の保持又は公序良俗に反すると認められる部分については、

法第８条第３項の規定による公告及び縦覧は行わないことができる。 

（意見書の提出等） 

第１４条 

２ 県は、前項の規定により提出された意見書のうち、明らかに個

人情報の保持又は公序良俗に反すると認められる部分については、

法第８条第３項の規定による公告及び縦覧は行わないことができる。 
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第１４条の２ 県は、法第８条第１項及び第２項の規定による市町

村等の意見を収受したときは、市町村等意見書（様式Ｉの２）によ

り届出者に通知し、その対応を県に報告するよう協力を求めるもの

とする。 

第１４条の２ 県は、法第８条第１項及び第２項の規定に

よる市町村等の意見を収受したときは、大規模小売店

舗の届出に係る市町村等意見通知書（別記様式Ｉの２）

により届出者に通知し、大規模小売店舗の届出に係る

市町村等意見対応報告書（別記様式Ｉの３）により、

その対応を県に報告するよう協力を求めるものとす

る。 

 

本文の不正確な部

分に係る軽微な修

正 

 

（県の勧告等） 

第１７条 県は、法第９条第１項の規定により勧告を行うときは、

勧告書（別記様式Ｍ）により行うものとし、勧告を行わないときは、

その旨を勧告をしない通知書（別記様式Ｎ）により届出者に通知す

るものとする。 

 

（県の勧告等） 

第１７条 県は、法第９条第１項の規定により勧告を行うときは、

勧告書（別記様式Ｍ）により行うものとし、勧告を行わないときは、

その旨を勧告しない通知書（別記様式Ｎ）により届出者に通知する

ものとする。 

附則  

 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

附則  

 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  
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様式第Ａ（第４条第１項関係） 

 

平成  年  月  日 

様式Ａ（第４条第１項関係） 

 

令和  年  月  日 

 

様式の不正確な部

分に係る軽微な修

正 

様式に係る改元の

反映 様式第Ｂ（第９条第１項関係） 

 

平成  年  月  日 

 

平成  年 月 日付けをもって変更計画書を提出した下記の大

規模小売店舗に係る変更については､ 

様式Ｂ（第９条第１項関係） 

 

令和  年  月  日 

 

令和  年 月 日付けをもって変更計画書を提出した下記の大

規模小売店舗に係る変更については､ 

様式第Ｃ（第９条第２項関係） 

                  経 支 第     号 

平成  年  月  日 

 

 平成  年  月  日付けで協議のあった下記の大規模小売

店舗に係る変更については、 

 

様式Ｃ（第９条第２項関係） 

                  経 支 第     号 

令和  年  月  日 

 

 令和  年  月  日付けで協議のあった下記の大規模小売店

舗に係る変更については、 
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様式第Ｄ（第１０条第５項関係） 

平成  年  月  日 

 

（大規模小売店舗名）に係る出店計画（変更計画）について、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｄ（第１０条第５項関係） 

令和  年  月  日 

 

下記の大規模小売店舗に係る出店計画（変更計画）について、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の不正確な部

分に係る軽微な修

正 

様式に係る改元の

反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第Ｅ（第１０条第６項関係） 

平成  年  月  日 

 

（大規模小売店舗名）に係る出店計画（変更計画）について、 

 

様式Ｅ（第１０条第６項関係） 

令和  年  月  日 

 

下記の大規模小売店舗に係る出店計画（変更計画）について、 

様式第Ｆ（第１１条第１項関係） 

                   平成  年  月  日 

平成  年  月  日付けをもって変更計画書を提出した下

記の大規模小売店舗に係る変更については、 

 

様式Ｆ（第１１条第１項関係） 

                   令和  年  月  日 

令和  年  月  日付けをもって変更計画書を提出した下記

の大規模小売店舗に係る変更については、 

第
一
回 

開 催 日 時 平成  年  月  日 

開 催 場 所 
 

 

第

二

回 

開 催 日 時 平成  年  月  日 

開 催 場 所 
 

 

第

三

回 

開 催 日 時 平成  年  月  日 

開 催 場 所 
 

 

 

第
一
回 

開 催 日 時 令和  年  月  日 

開 催 場 所 
 

 

第

二

回 

開 催 日 時 令和  年  月  日 

開 催 場 所 
 

 

第

三

回 

開 催 日 時 令和  年  月  日 

開 催 場 所 
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様式第Ｇ（第１１条第２項関係） 

                  経 支 第     号 

平成  年  月  日 

 平成  年  月  日付けで協議のあった下記の大規模小売

店舗に係る変更については、同法施行規則第１１条第２項の規定に

より説明会の開催に代えて掲示により説明を行うことができる変

更と認める（認めない）ので通知します。 

 なお、説明会に代わる周知方法として、平成  年  月  日

まで当該店舗の立地する敷地内の掲示板又は当該店舗内の見やす

い場所に届出書及び添付書類の内容の要旨を掲示してください。 

おって、掲示の状況を平成  年  月  日までに報告してくだ

さい。 

様式Ｇ（第１１条第２項関係） 

                  経 支 第     号 

令和  年  月  日 

 令和  年  月  日付けで協議のあった下記の大規模小売店

舗に係る変更については、大規模小売店舗立地法施行規則第１１条

第２項の規定により説明会の開催に代えて掲示により説明を行うこ

とができる変更と認める（認めない）ので通知します。 

 なお、説明会に代わる周知方法として、令和  年  月  日

まで当該店舗の立地する敷地内の掲示板又は当該店舗内の見やすい

場所に届出書及び添付書類の内容の要旨を掲示してください。 

おって、掲示の状況を令和  年  月  日までに報告してくだ

さい。 

 

様式の不正確な部

分に係る軽微な修

正 

様式に係る改元の

反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第Ｈ（第１３条第１項関係） 

平成  年  月  日 

（大規模小売店舗名）に係る出店計画（変更計画）について、 

様式Ｈ（第１３条第１項関係） 

令和  年  月  日 

下記の大規模小売店舗に係る出店計画（変更計画）について、 

様式第Ｉ（第１４条第１項関係） 

平成  年  月  日 

 

様式Ｉ（第１４条第１項関係） 

令和  年  月  日 

様式第Ｉの２（第１４条の２関係）  

                  経 支 第     号 

平成  年  月  日 

 

千葉県知事 

 

 平成  年  月  日付けで収受した大規模小売店舗立地法

（附則）第５（６）条第１（２）項の規定による届出については、 

様式Ｉの２（第１４条の２関係）  

                  経 支 第     号 

令和  年  月  日 

 

千葉県知事 

 

 令和  年  月  日付けで収受した大規模小売店舗立地法

（附則）第５（６）条第１（２）項の規定による届出については、 
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様式第Ｉの３（第１４条の２関係）  

平成  年  月  日 

 

 平成  年  月  日付け経支第  号で通知のあった市町

村等意見に対する対応について、下記のとおり報告します。 

様式Ｉの３（第１４条の２関係）  

令和  年  月  日 

 

 令和  年  月  日付け経支第  号で通知のあった市町村

等意見に対する対応について、下記のとおり報告します。 

 

様式の不正確な部

分に係る軽微な修

正 

様式に係る改元の

反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第Ｊ（第１５条第１項関係） 

経 支 第     号 

平成  年  月  日 

 

 平成  年  月  日付けで収受した大規模小売店舗立地法

（附則）第５（６）条第１（２）項の規定による届出については、 

様式Ｊ（第１５条第１項関係） 

経 支 第     号 

令和  年  月  日 

 

 令和  年  月  日付けで収受した大規模小売店舗立地法

（附則）第５（６）条第１（２）項の規定による届出については、 

様式第Ｋ（第１５条第１項関係） 

                  経 支 第     号 

平成  年  月  日 

 

平成  年  月  日付けで収受した大規模小売店舗立地法

（附則）第５（６）条第１（２）項の規定による届出については、 

様式Ｋ（第１５条第１項関係） 

                  経 支 第     号 

令和  年  月  日 

 

令和  年  月  日付けで収受した大規模小売店舗立地法

（附則）第５（６）条第１（２）項の規定による届出については、 

 

様式第Ｌ（第１６条第１項関係） 

                   平成  年  月  日 

 

大規模小売店舗立地法（附則）第  条第  項の規定により、

平成  年  月  日付けで届出をした事項については、 

 

２ 変更する理由 

様式Ｌ（第１６条第１項関係） 

                   令和  年  月  日 

 

大規模小売店舗立地法（附則）第  条第  項の規定により、令

和  年  月  日付けで届出をした事項については、 

 

３ 変更する理由 
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様式第Ｌの２（第１６条第２項関係） 

                   平成  年  月  日 

  

大規模小売店舗立地法（附則）第  条第  項の規定により 

平成  年  月  日付けで届出をした事項については、 

様式Ｌの２（第１６条第２項関係） 

                   令和  年  月  日 

  

大規模小売店舗立地法（附則）第  条第  項の規定により 令

和  年  月  日付けで届出をした事項については、 

 

様式の不正確な部

分に係る軽微な修

正 

様式に係る改元の

反映 様式第Ｍ（第１７条関係） 

  経 支 第     号 

平成  年  月  日 

 

 平成  年  月  日付けで収受した大規模小売店舗立地法

第８条第７項の規定による届出（通知）については、 

様式Ｍ（第１７条第１項関係） 

  経 支 第     号 

令和  年  月  日 

 

 令和  年  月  日付けで収受した大規模小売店舗立地法第

８条第７項の規定による届出（通知）については、 

様式第Ｎ（第１７条関係） 

経 支 第     号 

平成  年  月  日 

 

 平成  年  月  日付けで収受した大規模小売店舗立地法

（附則）第５（６）条第１（２）項の規定による届出については、 

様式Ｎ（第１７条第１項関係） 

経 支 第     号 

令和  年  月  日 

 

 令和  年  月  日付けで収受した大規模小売店舗立地法

（附則）第５（６）条第１（２）項の規定による届出については、 

 

 

 

  


